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〔開議 午前１０時００分〕 

議長（三鬼和昭議員） おはようございます。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１０名であります。よって、会議は成立いたしておりま

す。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元の報告書は朗読を省略し、これより議事に

入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元の議事日程第２号により取り進めたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において、２

番、小川公明議員、３番、濵中佳芳子議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、議案第６４号「尾鷲市奨学金貸与条例の一部改正について」

から日程第１１、議案第７３号「尾鷲市立養護老人ホーム聖光園の指定管理者の

指定について」までの計１０議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題の１０議案につきましては、既に提案理由の説明は終わっており

ますので、これより議案に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ質疑の通告はございません。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております１０議案は、お手元の議案付託表のとおり、会

議規則第３７条第１項の規定により、所管の行政常任委員会に付託したいと思い

ます。これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 御異議なしと認めます。よって、議題の１０議案は、所管の

行政常任委員会に付託することに決しました。 

 次に、日程第１２、請願第２号「旧三田火力発電所跡地への野球場他スポーツ

施設等の計画見直しを求める請願」を議題といたします。 

 ただいま議題の請願につきましては、朗読を省略し、お手元の請願文書表のと

おり、所管の行政常任委員会に付託したいと思います。 
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 これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 御異議なしと認めます。よって、議題の請願につきましては、

所管の行政常任委員会に付託することに決しました。 

 次に、日程第１３、一般質問に入ります。 

 発言通告書が提出されておりますので、お手元の一般質問表に従い、順次これ

を許可することにいたします。 

 抽せんの順序により、最初に、１０番、仲明議員。 

 １０番、仲明議員。 

〔１０番（仲明議員）登壇〕 

１０番（仲明議員） 皆さん、おはようございます。 

 今回の一般質問は、カーボンニュートラルの本市の対応についてであります。 

 令和２年１０月２６日、時の菅総理は所信表明演説において、２０５０年まで

に温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち２０５０年、カーボン

ニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言いたしました。排出量を全

体としてゼロとは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から森林な

どによる吸収量を差し引いた実質ゼロを意味しております。 

 この背景は、京都議定書の後継であるパリ協定、２０１５年国連気候変動枠組

条約締約国会議、通称ＣＯＰで合意された目標、世界全体で気温上昇を２度Ｃよ

り十分下回るよう、さらに１.５度Ｃまで制限する努力を継続によるもので、国

内外で深刻な気象災害が多発し、さらに気象災害のリスクが高まる可能性がある

気象危機の中でコロナ禍に直面した現状に対して脱炭素社会、循環経済、分散型

社会への三つの移行により、コロナ前の社会に戻るのではなく持続可能で強靱な

経済社会にしていく発想であります。また、脱炭素社会の挑戦が産業構造や経済

社会の発展につながり、環境と経済の好循環を生み出すという発想でもあります。 

 環境省では、カーボンニュートラルの実現には、国民一人一人、事業者、自治

体の全ての主体が自らの形として捉え、それぞれに今から行動することが必要で

あるとしております。 

 さらに、令和３年５月２６日、地球温暖化対策推進法の一部改正が成立し、改

正の全体像、ポイントは、一つは、パリ協定に定める目標などを踏まえ、２０５

０年までのカーボンニュートラルの実現を明記し、二つ目は、実現には再生可能

エネルギーの利用が不可欠であり、地方自治体が策定する地方公共団体実行計画
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において地域の脱炭素や問題解決に貢献する事業の認定制度を創設し、再生可能

エネルギーの利用促進を図ること。三つは、企業の温室効果ガス排出量情報のオ

ープンデータ化を進め、取組が評価されやすい環境整備等でございます。 

 この改正推進法では地域の脱炭素化の促進として、市町村による実行計画の策

定、法２１条第３項において、その区域の自然的社会的条件に応じて再エネ利用

促進等の施策の実施目標を定めるよう努めることとする。この場合、協議会も活

用しつつ、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項として、促進区域、地域の

環境の保全のための取組、地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組等を定

めるよう努めることとしております。また、地域脱炭素化促進事業を行おうとす

る者は事業計画を作成し、市町村の認定を受けることができると定められており

ます。なお、地方公共団体の実行計画の策定は経過措置があり、実行計画の再エ

ネ利用の促進と実施目標認定制度は義務ではなく、努めるとなっております。 

 国は、地方から始まる地域脱炭素は地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上

させる地方創生に貢献するとし、次の時代への移行戦略として、地域脱炭素ロー

ドマップを策定いたしました。キーメッセージは、一人一人が主体となって今あ

る技術で取り組み、再エネなどの地域資源を最大限活用し、地域の経済活性化、

地域課題の解決に貢献できるとしております。また、対策、施策の全体像は、２

０３０年度までに全国１００か所の脱炭素先行地域をつくり、モデルを全国に伝

播し、脱炭素ドミノを実現するとしております。個別分野の対策と促進施策は、

建築物への木材利用促進、または食品廃棄ゼロやごみの減量化、太陽光発電やバ

イオマス、森林等の地域生態系の持つ炭素固定機能の強化などあらゆる分野にわ

たっております。 

 日本の気候区分は温帯気候とされておりますが、夏に限っては、沖縄から北海

道に至るまで既に亜熱帯気候になったと言われ、気候変動に伴い線状降水帯の多

発による豪雨や猛暑のリスクがさらに高まると予測され、農林水産業、自然生態

系、または健康、産業、経済活動への影響が出ると指摘されているこの状況はも

はや単なる気候変動ではなく、人類や全ての生き物にとっての生存基盤を揺るが

す気候危機とも言われております。 

 環境省は、２０５０年、ＣＯ２、二酸化炭素を実質ゼロにすることを目指す旨

を首長自らが、または地方自治体として公表された自治体をゼロカーボンシティ

として公表しております。既に宣言、公表された自治体は、令和３年６月１日現

在、３９６自治体に上ります。 
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 まずは、カーボンニュートラルの認識についてと、ゼロカーボンシティの表明

について市長の認識をお伺いいたします。 

 壇上からは以上でございます。 

議長（三鬼和昭議員） 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、仲議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、カーボンニュートラルの認識についてであります。 

 さきの定例会の市政報告、一般質問でも述べさせていただきましたが、昨年１

０月に国において「２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指

す」ことが宣言され、本市としてもその取組の重要性は十分認識しており、現在

策定中の第７次尾鷲市総合計画においても、これから１０年のまちづくりの重要

かつ横断的な視点として脱炭素社会を入れさせていただいております。 

 本年８月９日には、国連の気候変動に関する政府間パネル、いわゆるＩＰＣＣ

から最新の地球温暖化の自然科学的根拠に関する報告書が発表され、「人間の影

響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地はない」と言い切

る報告となったほか、熱波、豪雨等の極端現象の増加、気温上昇を２.０度Ｃで

はなく、１.５度Ｃに抑えることの必要性が示されました。さらに、先月１３日

に開幕しました国連気候変動枠組条約第２６回締約国会議、いわゆるＣＯＰ２６

において、「世界の平均気温の上昇を１.５度Ｃに抑える努力を追求する」こと

で正式に合意されました。 

 このような地球温暖化に対する国内外の動向や国際的な議論の動向を踏まえ、

本市といたしましても積極的に取り組むべき課題であると認識しております。 

 特に本市は、総面積の約９２％を森林が占め、沿岸部に点在する浦々には天然

の良港が形成されており、海、山の豊かな自然に恵まれた土地であり、まさしく

グリーンカーボン、そしてブルーカーボンを活用した温暖化の抑制の取組を進め

る上で大きなチャンスであり、企業に対してのアピールポイントであると考えて

おります。 

 次に、ゼロカーボンシティの表明についてであります。 

 私といたしましては、さきの定例会の一般質問でお答えさせていただいたとお

り、対外的にアピールするためにも宣言の必要性は十分理解しており、全国的に

も表明自治体が増加していることも把握しております。そのためにも本年８月に

採択を受けましたヤフー株式会社の地域カーボンニュートラル促進プロジェクト
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の一つである水産農林課による尾鷲ヒノキ市有林の若返り事業をきっかけとし、

まずは本市としての具体的な取組をきちんと整理する必要があると考えており、

その上で今後宣言の時期も含め検討させていただきたいと思っております。 

 以上、壇上からの御回答とさせていただきます。 

議長（三鬼和昭議員） １０番、仲議員。 

１０番（仲明議員） 市長から認識についていただきましたけど、今回の第７次総合

計画についても横断的な施策としてカーボンニュートラルが明記されております。

認識についてはよく分かりました。カーボンニュートラルは一人一人の意識の問

題であり、脱炭素の意識を高め、あらゆる事柄、事業に連鎖していくことがゼロ

カーボンにつながると私は思っております。 

 次に、第２０５回、国会での岸田首相の所信表明演説では、新しい資本主義の

実現の中で気候変動などの地球規模の危機に備え、企業と政府が大胆な投資をし

ていく。新しい時代の資本主義を模索する動きが始まっている。成長と分配の好

循環とコロナ後の新しい社会の開拓、これがコンセプトである。デジタル化が急

速に進み、変革は地方から起こる。２０５０年カーボンニュートラルの実現に向

けて温暖化対策を成長につなげ、クリーンエネルギー戦略を策定し、強力に推進

するとの表明文もありました。新しい時代の資本主義や新しい社会の開拓、クリ

ーンエネルギーの戦略などの発言趣旨は、カーボンニュートラル実現に伴う事業

の推進に結びつくものと推測をされます。 

 本年１１月に英北部・グラスゴーで開催されたＣＯＰ２６では、当初石炭火力

廃止に４６か国が合意をされましたが、その後それぞれ国の事情もあり、日本、

米国、中国、インドが参加されない結果となりました。 

 また、首脳級会合では、グテーレス国連事務総長は、「温暖化を我々が止める

のか、温暖化が我々を止めるか」と発言をし、地球温暖化阻止の岐路にあるとき

と言われております。 

 さきの議会に報告されましたヤフーカーボンニュートラルの企業版ふるさと納

税の公募のように、企業は地方に発信し事業展開を始めております。脱炭素の宣

言や首相の発言趣旨を踏まえると、今後ゼロカーボンシティでの事業展開に国の

支援が高まると思われますが、事業課である水産農林課長にお尋ねをいたします。 

議長（三鬼和昭議員） 水産農林課長。 

水産農林課長（芝山有朋君） それでは、水産農林課として国の支援をどのように考

えているかということについて御説明いたします。 
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 ゼロカーボンシティでの事業展開を取り巻く国の支援策につきましては、環境

省を中心として各省庁とも様々なメニューが用意をされていますが、水産農林課

といたしましては、先月、市長とともに林野庁に出向きまして、林政部企画課長

に本市の林業と脱炭素の仕組みづくりについて現状を報告させていただくととも

に、今後の展開と国の支援策についてアドバイスをいただいてまいりました。ま

たその流れから、先日、林野庁の企画課長に本市までお越しいただき、ヤフー株

式会社での企業版ふるさと納税を生かした九鬼町市有林のみんなの森の現地を見

ていただき、また、翌日には、令和元年度に宮之上小学校の児童が三重大学生物

資源学部の自然環境リテラシー学と安藤スポーツ・食文化振興財団のトムソーヤ

スクール企画の支援をいただいて開発をいたしました八鬼山市有林での山育・木

育プログラムを尾鷲幼稚園の園児が体験しているという様子を視察していただき

ました。 

 このような動きの中で林野庁からは、まずは市有林でＪクレジット認定を受け

られるように手続を進めていくということ。それと、林野庁が推進している森林

サービス産業という森林を林業だけではなく、働き方改革やライフスタイルの変

化、また、教育や心身の健康づくりの場として森林空間をビジネスも含めた上で

展開していくという取組をしていくべきというような御指導をいただき、その上

で林野庁としても積極的に支援をしていくというお話をいただきました。今後、

林野庁との事業を進めていく体制をつくらせていただき、その中でも活用できる

支援策などの助言をいただいていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議長（三鬼和昭議員） １０番、仲議員。 

１０番（仲明議員） 林野庁林政部企画課長が来市して脱炭素の支援アドバイスを受

けたということでございますが、このことについては大事に進めていただきたい、

このように思います。いろいろなメニューが多分出てくるのではないかと。Ｊク

レジットというお話がありましたけど、また詳しくこれについてはお聞きをした

いと思っております。 

 とにかくビジネスを含めた展開という発想がやっぱり林野庁にもあるというこ

とであれば、尾鷲市もそれに乗っかっていくという必要があるのではないかとい

うふうに思います。私は、今後、環境省の地域脱炭素ロードマップの具体的な施

策により、ゼロカーボンシティ表明市町村を対象に仕組みへの支援や財政支援メ

ニューが出され、地方の事業推進が活発になると推測をしております。カーボン
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ニュートラルを表明している自治体は、２０２１年５月２８日現在、都道府県で

４０、市で２３０、町が９６、村が１９、特別区６で、合計３９１自治体でござ

います。 

 三重県は、県をはじめ志摩市、桑名市、南伊勢町、明和町、度会町、多気町、

大台町、大紀町、紀北町の９市町であります。なお、明和町から紀北町の６町は、

共同宣言で広域連携バイオマス産業都市構想の認定関連だというふうに聞いてお

ります。 

 首長のゼロカーボンシティ表明の仕方、改正地球温暖化対策推進法による市実

行計画と認定制度の市の対応、事例について政策調整課長にお尋ねをいたします。 

議長（三鬼和昭議員） 政策調整課長。 

政策調整課長（三鬼望君） それでは、御説明させていただきます。 

 まず、ゼロカーボンシティの表明方法でございますが、これは、定例記者会見

やイベント等において２０５０年ＣＯ２、二酸化炭素実質排出ゼロを目指すこと

を市長が表明する方法や議会で市長が表明する方法のほか、報道機関へのプレス

リリースや市ホームページで公表する方法がございます。また、地球温暖化対策

推進法に基づき、都道府県や市町が温室効果ガスなどの抑制を目指す実行計画に

つきましては多くの自治体が策定をしております。 

 本市におきましては、現在、事務事業に伴う温室効果ガスなどの抑制を目指す

計画、この事務事業自体を策定しておりますが、区域施策へと広げていくことが

今後の検討課題となっている現状がございます。 

 以上でございます。 

議長（三鬼和昭議員） １０番、仲議員。 

１０番（仲明議員） 政策調整課長から説明がありましたように、ゼロカーボンシテ

ィの表明の仕方はごく簡単であります。定例記者会見やイベント等において２０

５０年ＣＯ２、二酸化炭素実質排出ゼロを目指すことを首長が表明すればいい。 

 二つ目は、議会で２０５０年ＣＯ２、二酸化炭素実質排出ゼロを目指すことを

首長が表明すればよいということでございます。 

 その他、報道機関へのプレスリリース、自治体のホームページにおいて表明す

るなど首長が公式の場で表明すればよいとされております。 

 さきの定例会において小川議員からゼロカーボンシティ表明の質問がありまし

たが、再度お聞きをいたします。 

 市長、ゼロカーボンシティの宣言、表明を令和３年度中に行う考えがあります
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か、お聞きをいたします。 

議長（三鬼和昭議員） 市長。 

市長（加藤千速君） それでは、お答えさせていただきたいと思います。 

 先ほども壇上で述べさせていただきましたとおり、宣言の重要性は十分認識し

ております。そのためにも実を言いますと私、迷っています。まず第１に、ある

程度の事業計画や構想を策定してから表明していくのか、それとも現在策定中の、

先ほども申し上げましたけれども、第７次尾鷲市総合計画や尾鷲市港まちづくり

ビジョンにおけるカーボンニュートラルへの対応を打ち出しております。そして、

現在取組を進めております水産農林課のプロジェクト、要するにこういうものな

ど、既に重要性というものを十分認識した上で取組を進めていることから、取組

のロードマップを策定する前に表明するのか、先ほども申しましたようにどうし

たらいいのかというのは、今現在は迷っております。 

 そういった中で環境省として、ゼロカーボンシティの位置づけといたしまして

は、２０５０年に温室効果ガスの排出量、または二酸化炭素を実質ゼロにするこ

とを目指す旨を先ほども政策調整課長から説明申し上げましたとおり、首長自ら

が、または地方自治体としての公表とするとされており、その表明方法の例も示

されております。実際のところ取組を進めるための手法とか表明の手法はともか

くといたしまして、先ほど申し上げましたように水産農林課の事業など、本市と

しての２０５０年温室効果ガス、二酸化炭素実質排出ゼロ、これを目指した取組

を進めているのは事実でございます。このことからいずれ近いうちに発表させて

いただきたいと私はこのように考えております。 

 以上でございます。 

議長（三鬼和昭議員） １０番、仲議員。 

１０番（仲明議員） ゼロカーボンシティの表明については、今現在も言っていると

いうことでございますが、この場において最後のほうでまた再度お聞きをいたし

ます。本市には市有林を含めた林業と漁業があり、この地域性を活用したゼロカ

ーボンの仕方があるのではないかとこのように思うわけでございます。 

 今年のノーベル物理学賞は、愛媛県四国中央市生まれの真鍋淑郎氏が受賞され

ました。地球上の二酸化炭素が上がれば気温が上がり、地球環境に重大な影響を

及ぼすと、コンピューターが今よりはるかに貧弱だった５０年前に予測をし、単

身米国に渡り、コンピューターによるシミュレーションの手法をゼロからつくり、

人類の未来の危機を見通しました。某新聞の解説では、自然科学分野で地球科学
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がノーベル賞を受賞するのは極めてまれで、地球温暖化が進行している危機感が

高まる中、脱炭素を目指す世界を後押しする強いメッセージとなると解説をいた

しました。真鍋氏の受賞に称賛を送るとともに、気候変動問題と脱炭素は世界で

は時代の潮流であると受け止めております。 

 一方、国内の企業では、トヨタ自動車は静岡県裾野市に建設中の実証都市ウー

ブン・シティで、水素の利活用などによるエネルギー自給を目指すとし、水素を

使う燃料電池、ＦＣ発電機で電力を得たり、トラックなどのＦＣ化で物流の脱炭

素化を進める構想を示しました。 

 また、日本特殊陶業は、脱炭素の進展でエンジン部品の需要の減少が予想され

る中、新規事業として、倉敷市に世界規模の食糧危機に対応するため陸上養殖す

る技術の開発に挑戦をし、技術を確立し、カワハギなど陸上養殖に必要なシステ

ムを販売することを目指すと報道されております。 

 ヤフー株式会社は、カーボンニュートラルをテーマにした企業版ふるさと納税

の国内初の公募を行い、本市では林業を含めた森林保全について脱炭素の取組の

中で維持、再生する仕組みづくりを目指す事業が採択されたことがさきの議会で

報告をされ、本市においては事業の予算化がされました。この事業は、市有林に

おいて持続可能な国際森林認証、ＦＳＣ認証と、尾鷲ヒノキ林業の継承である日

本農業遺産に木育などの学びと組合せた脱炭素の仕組みを構築する。さらに、ヤ

フー株式会社に採択されたことにより、本市の林業事業につながるビジネスチャ

ンスと捉え、積極的に事業推進に取り組むと市政報告で述べられました。尾鷲市

森林整備計画書の地域の目指すべき森林資源の姿は、芯持ち柱材の生産、長伐期

施業による大径木の生産、林齢構成の平準化を目指すとしており、市有林主伐計

画は、一つは地元林業の活性化、二つは林齢の平準化、三つ目が公益的機能の確

保・維持を念頭にしております。 

 今回のヤフーカーボンニュートラルの市有林で取り組む事業は、本市の森林整

備の基本方針と市有林主伐計画に影響がないかどうか、さらに市有林全域に対す

る脱炭素活用などを検討していくのか、市長お答えください。 

 また、本市の林業事業につながるビジネスチャンスとは何か、どのように推進

をしていくのか、水産農林課長、お答えをいただきたいと思います。 

議長（三鬼和昭議員） 市長。 

市長（加藤千速君） それでは、お答えいたします。 

 本市の森林整備の基本方針というものは現在、平成３０年４月から令和１０年
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３月までの１０年間を計画期間といたしました尾鷲市森林整備計画というものが

ございまして、それを基にして森林経営計画を定め、現在運用しているというと

ころでございます。計画の中では仲議員おっしゃっていますとおり、地元林業の

活性化、それから林齢の平準化、公益的機能の確保・維持、これを念頭に伐採や

造林、間伐、保育などに関する基準などを定めているわけでございます。 

 今回のヤフー株式会社からの企業版ふるさと納税の御寄附での市有林、みんな

の森での取組につきましても、先ほど申しましたように尾鷲市森林整備計画、こ

れに基づきまして市有林の森林経営計画に沿った長伐期施業による大径木の生産、

そして公益的機能の確保・維持、これを目指すものとしておりまして、今年度も

森林整備の一環としまして間伐作業を実施しているものでございます。 

 なお、本プロジェクトの現在の進捗状況につきましては、まず、この林内に作

業道の開設作業をしているところで、開設に伴う支障木あるいは今後、間伐作業

により切られた間伐木、これを尾鷲の木材市場へ運んで市場に流通させることで、

脱炭素活動における炭素固定、このための木材利用はもとより、地元林業の活性

化につながるものと考えており、このことにつきましては本計画に基づいた活動

としているもので、森林整備方針と主伐計画などへの影響はないと私は思ってお

ります。そして、みんなの森プロジェクト事業は、本市森林整備計画に沿って展

開しているものであります。私はこのように認識しております。 

 次に、市の市有林全域に対する脱炭素活用などを検討していくのかという御質

問に対しましては、私は現時点で、みんなの森プロジェクトにおける九鬼町の市

有林、９１ヘクタールございますけれども、この９１ヘクタールについて脱炭素

活用の一つである、まずはＪクレジットの認証、これを受けて、そして二酸化炭

素吸収量の売買を行っていきたい、このように考えています。 

 そういった中、またその後の展開といたしましては、先日来、先ほども水産農

林課長が申し上げましたように、林野庁林政部の企画課長から直接御指導、アド

バイスをいただいております。その中でもまずは市有林全域でのＪクレジットの

取得を目指してはどうかというお話もいただいていることから、その方向で中身

を精査し、検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（三鬼和昭議員） 水産農林課長。 

水産農林課長（芝山有朋君） それでは、本市の林業事業につながるビジネスチャン

スとは何かと、またどのように推進していくのかという点について説明をいたし
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ます。 

 先ほど市長が申しましたとおり、まずは市有林からＪクレジット化を進めてい

きたいというふうに考えておりますが、企業からすれば今後自社で排出する二酸

化炭素量をゼロにしていくためには、多くの企業は森林等での吸収量を買い取る

ことが、これが不可欠になってくると考えております。この買取りの中心となる

制度がＪクレジットであり、公的に認証された吸収量を売買する仕組みでござい

ますが、本市ではそこに教育や環境、さらにはＳＤＧｓの理念につながるような

活動を組み込んでいくということで、企業が企業版ふるさと納税の寄附や、また、

カーボンニュートラルのための活動費により本市の林業や地域づくりに参入して

くるような仕組みづくりというものをまずは市有林から取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。そして、その成果を将来的に広く民有林にも広げてい

きたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議長（三鬼和昭議員） １０番、仲議員。 

１０番（仲明議員） 市長から今回のヤフーの事業については、森林整備計画と主伐

計画に沿ったものであると。ということは市有林の育林に影響はないカーボンニ

ュートラルの取組をするということでございますので、大いに展開をお願いした

いと。また、ビジネスチャンスについては、先ほどのお話もありましたが、林野

庁の勧めでＪクレジットの認証、これができれば市有林全体もしくは民間の小規

模な林業化の範疇も見えてくるのではないかというふうに期待をしております。

地道に着実にスピーディーに進めていただきたいと、このように思うわけでござ

います。 

 脱炭素の取組として行われる尾鷲市みんなの森プロジェクトについてはいろい

ろと御説明を受けてはおりますが、さきの行政常任委員会で説明を受け、さらに

理解を深めるため質問をいたします。 

 尾鷲市市有林９１ヘクタールでの脱炭素の取組は、三つのゾーンで展開すると

しておりますが、生物多様性・環境ゾーンの具体策と間伐後の広葉樹の植林イメ

ージ、混在の利点、混在する利点ですね。さらに主伐後の今後の育林の方向性、

間伐材の木材利用の需要はどうなのかどうか、各ゾーンとの動線について水産農

林課長、説明をお願いいたします。 

議長（三鬼和昭議員） 水産農林課長。 

水産農林課長（芝山有朋君） それでは、御説明いたします。 
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 まず、生物多様性・環境ゾーンでの具体策、それと間伐後の針葉樹、広葉樹の

混在の利点、また、主伐後の今後の育林の方向性、この三つについてでございま

すが、ゾーンにつきましては、本市の市有林の強みでもあるＦＳＣ認証を一層ア

ピールしていくというためにもＦＳＣの理念に基づきまして、針葉樹林の、今、

経済林の状態から広葉樹を中心とした環境林への転換を図るとそのようにしてま

いりたいと考えております。また、それによりましてＳＤＧｓにおける生物多様

性の確保につなげていこうとするものでございます。 

 具体的には、生物多様性・環境ゾーンに位置づけました５０ヘクタールにおき

まして、群生間伐と申しますが、林内に作業道を開設し、その周辺のヒノキ、杉

の針葉樹を１ヘクタール程度の小規模で伐採を行い、間隔を空けながら切ってい

くというような形で、１ヘクタール程度の木を切っていくというような作業をし

ていきたいと思っております。その跡地にクヌギやモミ、栗などの広葉樹を植栽

していくことで混在を進めていこうというものでございます。その利点といたし

ましては、様々な樹種を植えていくということで、生物多様性が育まれるという

こと、それと土壌が豊かになることで自然災害に強い森づくりができるというと

ころでございます。本市の自然の特徴でもあります山と海が非常に近い関係とい

うことでもありますので、山の土壌の豊かさが海の環境にも大変いい影響を与え

ていくものというふうに考えております。 

 次に、間伐材の木材利用という点につきましては、同エリアの林齢は既に５０

年生を超えております。木材としての収穫期を迎えておりまして、間伐材ではあ

るものの本地域の木材の生産目標となっております柱材として十分活用できる太

さでありますので、このことから従来どおり原木市場、尾鷲木材市場のほうに流

通させるということで利活用を図ってまいりたいと考えております。 

 そして、各ゾーンとの動線という点につきましては、みんなの森の三つのゾー

ンは、県道７７８号線と既設の林道、桃ノ木線、堂の谷線、頂山線という林道の

延長線上にございますので、これらの県道や林道を活用した動線を考えておりま

す。 

 以上でございます。 

議長（三鬼和昭議員） １０番、仲議員。 

１０番（仲明議員） どうもありがとうございます。九鬼のカーボンニュートラル関

係の、１ヘクタールごとの主伐ということで、そこに広葉樹を植えて生物多様性

を図ると。また、環境林への転換も図りながらやっていくということで理解をい
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たしました。 

 また、間伐については５０年生ということであれば、まさにもう柱材、使える

ということであれば一石二鳥であるとこういうふうに思っております。 

 加藤市長は地元新聞等のプレスリリースで、カーボンニュートラルの取組と伝

統的な森林施業が連携する仕組みづくりを目指す、火力発電所跡地利用を脱炭素

を含めた持続可能な取組にしたいと述べておられます。本市でのゼロカーボンの

取組として市有林などの林業をはじめ、海草や藻類によるブルーカーボン、再エ

ネや木材を活用したゼロカーボンパークなども考えられ、まずはゼロカーボンの

リスト化を進め、本市の率先行動が重要であります。 

 カーボンシティの表明とともにお聞きをするわけでございますが、おわせＳＥ

Ａモデルの事業展開は、脱炭素の発想をもって事業推進をしていくのかどうか。

また脱炭素については、企業版ふるさと納税についても林業だけではなく、水産

業、観光交流など幅広い業種に対応した事業組立てをして企業に発信していく必

要があると思いますが、市長の思いをお聞かせください。 

議長（三鬼和昭議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 壇上で申し上げました件で、要するに、今はグリーンカーボン

を中心とした事業計画あるいは材料を一応集めながらそれを実行していこうと。

ブルーカーボンについてはまだ今からスタートしようかという状況でございまし

て、これを合わせながら、特にやはり尾鷲の海と山、これの特色というものをき

ちんと大いに生かしながら尾鷲の魅力度というのをやはり私としてはアップして

いきたいと思っております。 

 次に、おわせＳＥＡモデル構想における事業推進についてでございますんです

けれども、今まで本市としても、また、おわせＳＥＡモデル協議会といたしまし

ても、まだ明確に脱炭素という表現を出して取組を示したわけではありませんが、

地域資源を活用した再生可能エネルギー事業である太陽光発電事業や木質バイオ

発電事業、そして、その排熱活用を想定した陸上養殖など、結果として脱炭素に

よる事業を推進しているものであると私は思っております。 

 具体的には、おわせＳＥＡモデル協議会におきまして、令和元年度と令和２年

度の２か年、環境省のローカルＳＤＧｓ、これの地域循環共生圏づくりプラット

フォーム、この事業に採択されております。そして地域循環共生圏の創造による

持続可能な地域づくりを目指し、事業実現に資するための具体的な調査、検討や

あるいは課題整理など事業推進に当たっての環境整備を進めてきたわけでござい
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ます。 

 また、せんだって株式会社百五総合研究所から発行されました本年１０月号の

ＨＲＩレポート、この中におきましてもおわせＳＥＡモデル構想の特集記事を掲

載していただいております。その中に「地球温暖化の原因となる温室効果ガス排

出量実質ゼロを目指す脱炭素社会の実現の考え方を取り入れながらおわせＳＥＡ

モデル構想による地域循環型社会の実現を目指す」と明確にうたっております。

このことから、おわせＳＥＡモデルの事業展開は、私は大きな柱の中の一つであ

ると、本当に大きな柱の中の一つとして脱炭素の発想というものをもって推進し

ていく考えでおります。 

 そして本市として、ゼロカーボンシティの取組を進めるに当たっては、やはり、

本市特有の、先ほども何度も申し上げております自然の豊かさ、そしてもう一つ

は地場産業の育成、そして幅広い業種に対応した事業をやはり組み立てる必要が

まず肝腎であると思っており、その内容を企業に対し広くＰＲすることで参加企

業を募って事業を推進してまいりたい、このように考えております。 

 以上でございます。 

議長（三鬼和昭議員） １０番、仲議員。 

１０番（仲明議員） 結果として脱炭素になるという思いというか、考え方について

は、ＳＥＡモデルも結果として脱炭素になるのであれば、ゼロカーボンシティを

表明した上で都市公園なりＳＥＡモデルを、事業を推進していくということのほ

うが全国的なアピールがいいと、結果として脱炭素になるのであればね。それで

特に尾鷲は自然が豊かであり、林業も漁業もゼロカーボンの関係がたくさんあり

ます。それをひっくるめてリスト化を図って進めていくという手は今まさにある

のではないかと思うわけでございますので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。

ありがとうございました。 

 これで終わります。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で、１０番、仲明議員の一般質問は終了し、ここで休憩

をいたします。再開は１１時からといたします。 

〔休憩 午前１０時４９分〕 

〔再開 午前１０時５９分〕 

議長（三鬼和昭議員） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 次に、９番、中里沙也加議員。 

〔９番（中里沙也加議員）登壇〕 



－３４－ 

９番（中里沙也加議員） 皆さん、こんにちは。９月の定例会から３か月がたち、本

日私は３度目の一般質問をさせていただきます。これまでは文章や語源を人にチ

ェックしていただいた上で臨ませていただいておりましたが、今回は全て自分の

裁量で手がけ、本当の意味での自分の言葉として質問をさせていただきます。お

かしな言葉や文章が多々あるかもしれませんが、御容赦いただけますと幸いでご

ざいます。 

 先般、世間では総裁選挙と衆議院選挙、そしてお隣市町の市・町長選挙があり

政治の動きが注目されやすい時期だったと思います。お恥ずかしながらこれまで

国会等選挙に関して疑問を持ったことはほとんどなかったのですが、今回に関し

まして少ない知識ではありますが、社会情勢を気にしたり、政治の動きに興味を

持った上で友人たちとそういった類いの会話をした中、私自身、特に感じたこと

がございました。 

 私はふだんたくさんのインターネット媒体を使用しておりますが、それらに関

わっているオンラインも含めた知人たちや周囲の人たちの政治や社会への認識と

政治的上層部に当たる人たちの認識では少しずれがあるのかもしれない、そう強

く感じました。そのことについて、私は要因として、世間一般に流れる情報の内

容が非常に偏っている場合があることと、身近に感じづらく興味がある人にしか

届かないような、発信の在り方がプル型になっていることで余計に認識の差が出

てしまうのではないかと感じました。専門的で知識豊富な人でないと理解しづら

く、少し興味を持ったくらいではなかなか共感し難いと思う内容など、演説等を

拝見させていただいて感じたことでした。 

 今日、日本では従来よりも社会福祉に力を入れており、実際、ますます便利で

快適な時代になってきていると言えます。ですが現状では支援が行き届いておら

ず、生活に困難を要する人たちが大勢おられ、その人その人が本当に必要とする

支援が適切に行われていないという印象を受けます。社会には種類豊富な支援や

サービスがたくさんあるのに知らない、聞いたことがないという人が大勢いると

感じる中、そういった情報が行き届かなかった人たちに対して知ろうとしない人

が悪い、知らなかったのだから仕方ないでは済まされず、行政としては必要なこ

とを必要とする人に届けられなかった責任は重く問われる時代になってきている

と思います。特に社会の中心で動く働き盛りの世代は、事実受け身の場合が多く、

本来知っておくべきことを知らず、知ろうとしていない人たちはたくさんいると

感じますが、そういった知らなかった人たちに対して、努力が、根性が足りない
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等、こういった声で現状を責めたところで社会に進展はないと考えますので、今

後の私たち行政などの知識や情報を提供する側の在り方も重要な問題となってく

ると思います。 

 そこで今回の情報発信、すなわち必要とする人に必要なことを届け、しっかり

と支援につなげるためにはプル型の発信スタイルを基本的にプッシュ型へ変えて

いかなければならないと考えます。一つのことを伝えるために、三つ、四つの発

信では伝わらず、３０、４０と非常識にしつこく発信する気持ちでやっと伝わる

かもしれないと、この程度の作業量があって初めて情報発信に意味を持つと思わ

れます。先ほどの数字は回数もそうですが、様々な媒体や内容量の自体のことと

も言います。 

 このことを前提にＳＮＳの活用について質問させていただきます。 

 以前の質問でもさせていただきましたが、そのときは、主に発信は大事なので

しっかりＳＮＳの活用をお願いしたいといった内容でしたが、その後、私自身、

尾鷲市として提供されている情報の入手手段を全て網羅していると言っていいく

らいいろんな媒体から市の発信を拝見させていただいております。最近はといい

ますと、かなり頻繁に各課の情報が発信されており、ＳＮＳにおいては写真や動

画などもすてきに活用していて、こんなのがあったのか、次はいつあるのかなな

どと具体的に感じさせる内容がたくさんあり、有益で魅力ある発信をされている

と感じます。こういった観点から今回の問題点を質問させていただきますと、こ

のような魅力ある情報を発信されているのに、その受け取り手、聞き手、見てい

る人がまだまだ少ないということが適切な支援にもつながっていかない要因では

ないかと考えます。 

 ここで、まず一つ目の課題が登録者数を増やすことだと思います。 

 登録者数はあくまで目安の数で、実際、尾鷲市民の人たちがどれだけ利用して

いるかは正確に把握はできませんが、少なくとも尾鷲に興味があり、関係等があ

る人たちの目安になります。そして、経済的に気軽に集中的な発信が可能です。

発信をプッシュ型にするのには、まず登録者数を増やすことは欠かせないと考え

ます。 

 二つ目は、尾鷲市で活用している各ＳＮＳの存在が思っているよりも知られて

いないということを市は現状把握しなければならないと思います。 

 現時点で主流のＳＮＳを尾鷲市公式としてインスタグラム、ツイッター、フェ

イスブック、ユーチューブ、ＬＩＮＥをされており、幅広く活用されておられま
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すが、実は市民の方で知っている人は少なく、まだまだ認知されていないという

印象を受けます。今は新聞を取らない家庭も多くあり、広報も見ない、新聞は取

っていたとしても読まないなど、そういった方が多い中、ただ情報を発信してい

るだけになってしまうという本末転倒な事態が起こっています。ですが、そうい

った方たちでも今無料コミュニケーションアプリのＬＩＮＥはほとんどの方が使

用していると推測します。日本全体から見ても７割以上が使用しており、１日に

何度もチェックするアプリの一つですので、そういったことにも着目しながら、

認知から登録という流れに持っていけるように戦略を立てていただき、多くの市

民の方々が実際にイベントに足を運んでくださり、満足したサービスを受けても

らえる、本来の目的のためにＳＮＳの力が最大限に発揮できるように努めていた

だきたいと存じます。 

 三つ目は、ホームページについてです。 

 こちらも以前に質問させていただきましたが、なかなか見やすさは改善されて

いない印象です。ホームページの閲覧の感想や意見などは市内外からの声等はご

ざいますでしょうか。執行部としてどう捉えられておられますでしょうか、お聞

かせ願いたいと思います。市への要望として、ＳＮＳやホームページのこととい

うと何だか的外れなことと思われそうですが、たかがホームページ、されどホー

ムページだと思います。おろそかにされず丁寧に考えていただきたいと強く要望

させていただきます。 

 ここで少々気分転換とまではいかないですが、少し皆様に思い出していただき

たいことがございます。今から話すことをぜひ頭の中で思い描きながら聞いてい

ただきたいと思います。 

 下の子はおしゃべりが達者だけど、まだまだお母さんの手を借りないと用意は

できないおてんばで甘えん坊。上の子はそそくさと身支度を整えているようだけ

ど、忘れ物はなくならないおっちょこちょい。真ん中の子は自由気ままで御飯は

いつまでも食べている。それを横目に旦那さんのお弁当を詰めて、自分のパート

仕事へ行く支度を整える。その隙間に登校、出勤するのを見送って、一番下の子

と一緒に家を出てから幼稚園に送り、パートに向かう。４時間ほど働いて幼稚園

へお迎えまでに夕飯の買物を済ませ、擦れ違った近所の人と雑談でコミュニケー

ションを取るとあっという間にお迎えにぎりぎりの時間。先生に頭を下げて引取

り、下の子と園での話をしながら帰宅して夕飯の下ごしらえを済ませる。一息つ

こうとテレビをつけると上の子たちが帰ってきて、明日の用意と宿題の様子を見
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ながら夕飯の用意を始める。旦那さんが帰宅し、お風呂、夕食を済ませ、気づく

とあっという間に夜の８時を過ぎていて、子供たちを寝かしつけた後に少しだけ

テレビを見るもうたた寝をしてしまい１日が終わっていく、とちょっと昔のとあ

るお母さんの１日を想像していただけたでしょうか。今は時代が変わって違いは

あると言えどさほどの差はないと子育てをしていて感じます。 

 一言で子育て支援という項目がございますが、先ほどとあるお母さんの１日と

して想像していただけたと思うのですが、こういった人たちの生きる毎日、それ

自体を充実させるということ、こういった人たちが生きやすくするためにサポー

トを実行するということだと思うのですが、市長、ぜひその当時のことを思い出

していただきたいのですが、毎日があっという間でハプニングの連続が日常で、

そういった人たちが子育て支援という政策というものを望んでいると思われます

でしょうか。市長、もし望んでいると思っていらっしゃるとしたら考えを改めて

いただきたいのです。私も含め子育て世代は政策と呼ばれるものは望んでおらず、

子育て支援という言葉を充実させていただきたいわけではございません。望むの

は、身近ですぐに手を差し伸べてもらえるような、おかげで毎日安心して子育て

できるといったもっと具体的な助け、それ自体を必要としております。少し昔だ

ったら普通に成り立っていた環境が今の時代では支援という項目に入れられてお

り公共の支援にしなければサポートが行き届かない、こうした時代に私は子育て

世代代表として具体的に市長にお願いしたいことがございます。 

 その一つが、子供医療費の窓口負担についてです。今、三重県２９市中、約８

割の市町で１５歳年度末が医療費助成範囲となっており、細かい条件を除いてそ

れ以外は通院の助成は特になく、県内２８市町がゼロ歳から就学前までを除き、

小学生から高校生までの医療費を窓口で一旦現金支払いし、２か月後に返還され

るという償還払いの制度を取っております。この部分での助成の少ない１６歳か

ら１８歳までの助成拡大を含め、小学校入学から１８歳年度末まで子供医療費の

窓口現金負担をなくすためにどうか現物給付制度に変えていただきたいと強く要

望いたします。近隣市町を含め学生の子供を持つ親御さんたちは、一旦でも現金

がなくなることに負担を感じ、病院に行くことをためらう御家庭が多くあると聞

いております。 

 厚生労働省の子供の医療制度の在り方等に関する検討会では、次のことを検討

した上で、政府全体として少子化対策を推進する中で地方自治体の取組を支援す

る観点から早急に現状を見直すべきとの意見が大勢を占めておりました。 
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 １、医療費無償化による受診拡大等が医療保険制度全体の規律や医療提供体制

にどう影響を与えるのか。 

 ２、負担能力に応じた負担とする視点や過度な給付拡大競争の抑制を考えるべ

き。 

 ３、小児科のかかりつけ医の普及、保護者等への啓発普及、ほかの子育て支援

との充実などを併せて取り組むべきとこういった議論があり、必要となる公費財

源や財源の有効活用など財政再建計画との整合性等の観点を踏まえつつ、今回の

現物給付への要望を強く願います。 

 子供医療費に付随して健康維持の対策についても今調べているところですが、

健康管理、ヘルスケアというと、寿命を延ばすためにという言葉が目立つのです

が、私は子育て支援の中に子供のヘルスケアをもっと重視して促進するべきだと

考えております。健康面で小さいうちから医療機関に頼ることを減らすことで、

医療のコンビニ化を防ぎ、医療費を無償にした場合のリスクが減るのではないか

と考えます。子供のヘルスケアに関しては、現時点では詳しく統括しているデー

タが少なく、まだまだ今後の課題点だと感じておりますが、市長は今後の尾鷲市

の事業の中で、健康増進のためのスポーツ振興施設などを含めたおわせＳＥＡモ

デル事業を進めていくお考えだと思いますが、この中にキッズパークという子供

が遊ぶための公園を設置予定だと思われますが、このときに子供のヘルスケアの

概念は考えていただいておりますでしょうか。津波の危険性から、電磁波による

長期的な健康被害を考えると不安が尽きず、実際にそういった声が非常に多くご

ざいます。今のキッズパークの構想の現状に対して子供たちの健康も含めたお考

えをお聞かせ願いたいと思います。 

 次に、福祉課子育て支援係に対して質問させていただきます。 

 今、子育てに関する情報などが載っているおわせの子育てという冊子をこれか

ら妊娠、出産、子育てされる方へお配りされていると思うのですが、この冊子の

情報が２０１９年度のもので、それから約３年間たった今、コロナ禍にもなった

ことで事業や助成の内容も変更された部分もあると聞いております。ぜひ今期中

に更新作業に入っていただき、令和４年度には最新情報が配れるようにしていた

だけたらと思いますが、どうお考えでしょうか。もし、すぐ更新が難しい理由な

どがあればお聞かせ願いたいと思います。 

 次に、公園整備について質問させていただきます。 

 今回、このことについて考えるきっかけとなったのが、現役ママ世代の方や実
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際、頻繁に利用する方から公園に対する要望や安全性などに関する不安の声がた

くさんあったことで改善していただきたいと思うに至りました。 

 今回は、特に尾鷲市で利用頻度の高い公園として、野地町駅前児童公園、北浦

児童公園、中村山公園、矢の浜公園をピックアップさせていただきます。今、住

民の皆様の声で一番多いのがトイレに対する不満です。私自身もよく利用させて

いただくのですが、どこも確かに汚れているところが多く、あまり快適な印象で

はございませんでした。落書きやガムテープで汚れてしまった壁や建物自体が老

朽しているところもあり、どうしても清潔感が出にくい雰囲気になっております。

基本的に和式で汚されやすいというのが難点だと思いますが、お掃除は頻繁に入

っていただいていると聞きました。それでも先ほどの現状になってしまっている

ということだと思うのですが、こちらについては担当課としてどうお考えでしょ

うか。先ほどの四つの公園の中で野地町駅前児童公園のトイレは商工観光課が管

理されていると伺っているので、双方の担当課から返答いただけたらと思います。 

 次に、安全性についての声ですが、遊具の不具合、雑草や木々の整備、広さ、

身体障がいを持つ人が使えない等、公共の施設としてサービスを向上していくた

めにこれらの対策についてはどうお考えかお聞かせ願いたいと思います。 

 広さに関してはすぐ対策をしていただくことは難しいとは思いますが、今ある

公園の中でより広く使えるよう工夫していただき、快適に使える場所を目指して

いただきたいと思います。先ほどの公園のトイレというものは、感覚としてメイ

ンの公園で遊ぶというベネフィットとは違っておまけのようなもので、トイレに

行こうと公園を使う人は少ないとは思いますが、例えば飲物を選ぶときによくお

まけがついてくることがあると思います。そのおまけが魅力的だとつい手に取っ

てしまうように、尾鷲の公園のトイレはどこもきれいで手が行き届いているとい

う印象は尾鷲市にとって観光や子育て支援の強化にも直結する大切なイメージづ

くりだと考えます。こちらもぜひ早急に改善していただきたいと存じます。 

 以上、壇上からの質問とさせていただきます。御回答をよろしくお願いいたし

ます。 

議長（三鬼和昭議員） 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） 中里議員の御質問に対するお答えをさせていただきたいと思っ

ておりますんですけれども、さっきお話を聞きながらいろいろ感じるところもあ

り、ちょっと整理させていただいております。 
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 まず、情報発信の話、そこへ行き着くまでの政治への関心、私は特に市政への

関心というのは全ての皆さんでお持ちいただきたい。そのために、関心を持って

いただくために、どう市としていろんなハード、ソフト面をきちんと整備するの

かということは非常に重要な話だと思っております。そういった中でさっきおっ

しゃった必要なことを必要な人へどういうふうな手段を使いながら伝えていくの

か、これ非常に重要だと。要するに一方通行では絶対駄目だと思います。僕たち

は、要するに市政はこういうことを通じました、御連絡しました、注意を喚起し

ましたも無理やし、相手がやっぱりどれだけ感じていけるか、まさしく私は説得

と納得の世界だと思っております。そういうことを含めて先ほどの御質問に対し

ては非常に大きな課題として受け止めて今後の対応というのもきちんとやってい

きたい、このように感じた次第でございます。その中でまず第１に尾鷲を知って

もらおうというような話の中でＳＮＳのお話があったかと思いますけれども、今

現状どうなっているのかというような話も含めまして御回答申し上げたいと思い

ます。 

 御承知のとおり、本市の市民の皆様への発信する情報につきましては、行政施

策の情報、そして社会生活に必要な情報あるいは災害情報など生命、財産に関わ

る情報など、非常に多岐にわたっているということは御承知のとおりだと思いま

す。本市においてこれらの情報を御指摘にもございましたように、広報の広報お

わせ冊子であります、エリアワンセグ、あるいはホームページ、この三つのツー

ルを基本にツイッターやＬＩＮＥなどＳＮＳなどを活用しながら発信していると

いうのが現状でございます。中でも、私はこれについては力を入れていかなきゃ

ならないと考えておりますＳＮＳ、以前、２年ぐらい前にはあまり機能はしてい

なかったんですけど、徐々に徐々には伸びております。ＳＮＳは多くの皆様への

即時的な情報伝達と広範囲への情報拡散を可能とする手段として、また行政と皆

様との先ほど申しました双方向コミュニケーション、こういったものを可能とす

るツールとして有効な広報媒体であると私は考えております。今回議員御質問の

ＳＮＳによる情報発信についてですが、先ほども申しましたように平成３１年の

２月に公式ツイッターを開設いたしました。そしてその後はインスタグラム、フ

ェイスブック、ＬＩＮＥ、ユーチューブというような徐々にツールを増やしなが

ら皆様に市政情報をお届けしております。 

 なお、ＳＮＳによる情報発信につきましては、現在政策調整課を中心にしなが

ら実際に事業などを実施する各担当課がそれぞれで行っておりますが、庁内の職
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員で構成される情報発信ワーキンググループ、こういうものにおきましてＳＮＳ

のさらなる活用に向けた検討が行われ、情報発信の重要性を再認識したことによ

り、以前に比べると、以前に比べるとですよ、以前に比べると活発に情報を発信

しており情報発信力の強化を図っております。 

 次に、利用者や登録者のさらなる増加に向けた取組につきましては、ＳＮＳの

開設当初から広報おわせやホームページにおいては、開設利用案内の記事掲載や

イベント会場などにおいては開設利用周知ポスターの掲示とか、パネル展示ある

いはＱＲコードつきのチラシ、こういったものを配布などによって周知を図り、

利用者の増加に努めております。しかしながら、御指摘にもございましたように、

最近ではコロナ禍によりまして以前のような周知活動も自粛しております。しか

し徐々に再開が見込まれるイベントなどを活用しながら、再度、周知を徹底しな

がら利用者の増加、これに努めてまいりたいと全庁挙げて積極的な情報発信に努

めておりますが、まだ御指摘のとおり十分浸透はしていないと私も思っておりま

す。そういう状態でありますので、皆様からのいろんな声を聞きながら、必要と

される方により届く手段での情報発信に取り組んでまいりたいと、まずＳＮＳに

対する御回答は以上でございます。 

 次に、ホームページの話、前回の御指摘につきましても、私、十分認識してお

ります。７月の定例会において同じような御質問をされた、これは認識しており

ます。現在のホームページにつきましては、現在どうなっているかというと、コ

ンテンツなどの充実を図るためにまず平成２６年にリニューアルして令和元年度

に更新したとこういうものであります。でもしかし往々に各内容につきましては、

各担当課が生活手続などの行政情報を発信する行政ページと、それとイベント観

光情報などを尾鷲観光物産協会と連携して発信する観光ページ、そして行政ペー

ジから市民の皆様への安全安心に直結する内容を特出した防災情報ページ、この

三つで構成されております。議員御指摘のとおりトップページから恐らく必要な

情報にたどり着きにくいんじゃないかと、前回そういう質問、頭の中に入れてお

ります。そういったことも含めて、使い勝手において改善すべき点があるという

ことは十分認識しておりますので、庁内情報発信ワーキンググループにおいてそ

ういう問題点を抽出しながら、現在のホームページを改善しながら、早期の更新

に向けた検討を現在進めております。皆様が望む情報を分かりやすく発信できる

よう、また使いやすく、しかも市の情報の玄関口、こういう認識の下でアピール

力のあるホームページの構築を目指してまいりたいと思っております。これが２
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点目でございます。 

 ３点目については、子供医療費の窓口負担について、その前に前段があったか

と思います。やはり子育てというお話でございます。ただただ政策をどうのこう

のじゃ、身近で手を差し伸べるというそういう、支援じゃなくてそういうものを

具体的に市としてはどう対応しているのかというようなお話だったと思います。

その中での、特に議員から御指摘の、要するに医療費の窓口負担あるいは現物支

給、こういったお話の御質問があったかと思いますけれども、今の状況がどうな

っていて、今後どうしようと考えているのかということについて御回答申し上げ

たいと思っています。 

 まず、子供医療費の窓口負担についてでございますけれども、子供医療費助成

につきましては、昭和４８年から三重県の補助事業として開始し、これまで幾度

も制度改正を行い、一部負担金の導入や対象児童の年齢拡大を行ってまいりまし

た。こういった中で三重県の医療費助成制度は、医療保険各法の規定による自己

負担相当額を助成する制度でございます。子供医療費助成につきましては、現在

１２歳の年度末までの児童が助成対象になっているという話でございます。本市

においてはそれ以上に市の単独の助成として、平成２７年度にまず入院分の医療

費助成を１５歳の年度末までの児童に拡大して、そしてさらに平成３０年度に通

院分の医療費について拡大したとこういう経緯をたどっております。 

 医療費助成の方法でございますが、医療保険各法の規定による自己負担相当額

を保護者が医療機関の窓口に支払った後、市が保護者に助成する、いわゆる償還

払い方式。そしてまた御指摘がございました窓口での支払いが不要な窓口無料化、

要するに現物給付、この方式の２種類がございますが、議員のおっしゃる医療費

の窓口無料につきましては、平成３０年度に県下で先行する市町が行っていた未

就学児に対する窓口無料化を県下全体で行う動きがあり、多くの市町とともに本

市でも先ほど申しました令和元年９月から導入した、こういういきさつがござい

ます。 

 一方、未就学児を持つ保護者にとっては県下全域の医療機関で受診しても原則

窓口無料化となり、経済的負担の軽減につながっております。そしてその一方で

窓口無料化、現物支給によりますと医療機関を受診しやすくなることで受診率は

上がるのは当然ですよ。受診率が上がるといった傾向があり、県の試算では窓口

無料化、すなわち現物給付の影響はコロナ禍の影響による受診控えを受けた令和

２年度でさえも大体県全体で６.９％の増加というものが推計されていると。ま
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た、償還払いでの助成対象も本市では先ほど申しましたとおり、現在のところ１

５歳年度末までで、議員のおっしゃるような１８歳年度末までの実施をしてない

のが現状であります。１８歳までの窓口無料化の対象拡大は、おっしゃるように

子育て世代への大きな経済的支援の一つであることは十分認識しております。子

供を安心して産み育てることができる環境が本市の目指すべき姿であることから、

本市の財政状況を鑑みて子育て世帯にとってどのような支援を、たくさんござい

ます、医療費の無償化とかいろんなやっぱり子育て世代にとってどのような支援

を行えばいいか、私も幾つか考え方を持っております。そういったことを整理し

ながら優先順位を決めてやっていきたいと。ただ、この件については十分認識し

ておりますので、優先順位が高かろうと思っております。１５歳窓口についても

同じような、先ほどお話しした内容でよろしゅうございますか。 

 次に、要はＳＥＡモデル計画の中のスポーツ振興ゾーンの中でのキッズパーク

の話でございますけれども、まず、キッズパーク、私どもは平成３０年に市民の

皆様方にＳＥＡモデル計画の中にどういうことを希望されていますかというよう

なお話を、アンケート調査をさせていただいた事実がございます。そういった中

で、まずやっぱり市民の憩いの場所を何とかつくってなというような話を結構い

ただきました。その中で子供たちが安全安心で健全な場所、きちっとしたもの、

そういうものもきちんと、キッズパークというのもお話もございました。先ほど

御指摘の電磁波の話につきましても、いろいろ現在、今調べております。私も十

分調べておりますけれども、ただ今、これここで申し上げるかどうかというのは、

我々の調べた範囲内でも電磁波についての影響はほとんどないと。それについて

の因果関係、病気をあれする因果関係もないというそういう報告を私は今現在受

けておりますし、しかし、あくまでもやっぱり子供たちが本当に健全に生活でき

るというか遊べるような場というのは、つくっていかなきゃならない、つくるべ

きだと私自身は思っております。そういうところで回答させていただきたいと思

っております。 

 次に、７番目の子育て支援情報冊子、私これずっと見ているんです。誠に申し

訳ない。おっしゃるようにこの件については２０１９年度、改訂をしまして、現

在も、今、確かに２年９か月ぐらい、この本でございますね。この本については、

誠に今ここの文でおわびとお願いというようなことも書いて、この冊子の情報は

２０１９年時点の内容で現在更新作業中でございますと、御迷惑をいたしますが

云々どうのこうのと。これは結論から申しまして、私は、子育て世代にとっては
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非常に重要な冊子だと思っております。そのためにも、どうしてもやはりこの文

については情報の更新が２年９か月なされておりませんから、これはもう早急に

正確な情報提供を目指しながら、きちんと情報を更新するように指示しておりま

す。だからこの中身についても何点か、現在と、あるいは令和４年からスタート

する分についても変更しなけりゃならない問題がありますので、これはきちんと

お約束させていただきたいと思っております。 

 それが７番目でございまして、８番目の公園整備について、また私のほうから

若干概要について申し上げたいと思っておりますんですけれども、公園整備につ

いては、現在、土地公園の管理につきましては、委託事業者により年に２回の除

草作業、そして二、三日に１回のトイレやごみの清掃などを行っているほか、ボ

ランティアの皆様の活動によって除草作業や、あるいは清掃活動に御協力をいた

だいている、これが現状でございます。委託事業者や来園者からのいろんな連絡

とか職員の見回りによって修繕が必要な箇所というのを時たまいただいておりま

す。そういった場合には現地を確認した上で速やかに修繕を依頼し、来園者の

方々に御迷惑をおかけしないように対応しております。 

 いろんなこともありますけれども、ほかに公園内の樹木の話、こういうものに

ついても維持管理の中で危険木とか倒木、こういったものへの対応も行ってきて

おりまして、特にこれ御質問にはなかったんですけれども、以前、私、平成２９

年からやっぱり中村山公園を中心としながら都市公園についての整備ということ

を訴えかけております。それでもって平成２９年から中村山公園の、要するにい

ろんなことを使いながら整備はやりつつあります。そういった中で特に令和元年

度より中村山公園を中心にしながら、みえ森と緑の県民税市町交付金、これを活

用しながら危険木や支障木の伐採、剪定を行うとともに公園整備を行っておりま

す。 

 また、この交付金を活用しながら本年度事業といたしましては、矢浜コミュニ

ティーセンターと共同で小学生を対象とした森林教育事業を実施しており、８月

には矢浜公園において間伐体験教室を実施し、１２月末には木工体験教室を実施

する予定でございます。 

 遊具の安全性については、これは担当課から説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 ざっと私のほうからも壇上での回答は以上でございます。じゃ、どうぞよろし

くお願いいたします。 
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議長（三鬼和昭議員） 建設課長。 

建設課長（内山真杉君） 先ほど議員さんが言われました公園のトイレのことについ

てなんですけれども、今、先ほど市長のほうから説明がございましたとおり、二、

三日に１回はトイレの清掃のほうを行っております。ただ、施設の老朽化等もご

ざいまして、古びてきて何か汚いような雰囲気も醸し出しております。そういう

ふうなことも併せながら今後におきましても建設課としては、そこら辺は特に、

トイレを特に力を入れて心がけていきたいというふうに考えております。 

 続きまして、公園遊具の安全性についてでございます。 

 遊具につきましては、中村山公園、野地町駅前児童公園、北浦児童公園、矢の

浜公園などに、複合遊具を設置しているものを含めて１５の公園に遊具を設置し

ております。平成２９年４月に都市公園法の一部が改正されたことによりまして、

都市公園施行規則の第３条の２第１項により、「遊戯施設その他の公園施設のう

ち、損傷、腐食その他の劣化その他の異常が生じた場合に当該公園施設の利用者

の安全の確保に支障を及ぼすおそれのあるものの点検は、１年に１回の頻度で行

うことを基本とすること」と定めておりまして、また第２項におきましては、

「その内容を記録し、保存すること」とされております。 

 建設課におきましても管理する公園の遊具につきましては、公園施設の点検の

技術の資格を取得している事業者によって安全確保のための遊具点検を実施して

おり、また、点検記録についても保存をしております。また、通常の点検につき

ましては、職員によって目視などの点検を実施させていただいております。今後

につきましても安全で安心に使えるような公園に努めていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

議長（三鬼和昭議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（山口修史君） 先ほど市長もお答えしましたように、おわせの子育て

という冊子は、妊娠期から子育て期に係る本市の子育て支援に関する情報、さら

には公園、医療機関、幼稚園、保育園などの子育てに関連する施設が網羅された

ような情報冊子でございます。こちらにつきましては、福祉保健センター２階に

設置しております子育て世代包括支援センターの役割である子育て支援情報の提

供を行うことを目的に関係各課と連携して作成したものであり、母子手帳交付時

あるいは本市に転入して来られた方などに対して配布しております。 

 議員おっしゃるように、市長も先ほどおっしゃいましたけれども、更新がされ
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ていないということで正確な情報を提供できるように、今後に向けて、令和４年

度に向けて情報を更新していきたいと考えております。 

 以上です。 

議長（三鬼和昭議員） 商工観光課長。 

商工観光課長（森本眞明君） 商工観光課でございます。商工観光課の管理でござい

ます駅前ビジターズトイレにつきましては、清掃業務で行っていただいておりま

すけれども、月によって回数は変わりますが、４回程度清掃業務を行っていただ

いているという形にさせていただいております。加えまして職員によりまして、

いろんな情報をいただいた際には出向きまして、必要ならば当然のことながら清

掃業務をさせていただくと。例えば故障箇所があれば早急にできる範囲で故障箇

所を直すというふうな対応をさせていただいて、利便性を高めるような形で取組

をさせていただいているところでございます。 

議長（三鬼和昭議員） ９番、中里議員。 

９番（中里沙也加議員） 全体的に先ほどの私の質問に対して皆様早計に取り組んで

いただけるというような回答が多かったので期待したいのですが、まず、ホーム

ページに関しましてなんですけれども、前提としてスマートフォンで見る方も多

くいらっしゃることを考慮していただきますと、現在ホームの画面が観光、行政、

防災の３項目しかなく、自分が知りたい情報がその中のどれなのか分かりにくい

状況です。こちらも市長は把握していただいていると思うんですけれども、パソ

コンですと２ページ目に、暮らし、子育て等１２個のクリックボタンが上段、出

てくるのですが、スマホですと何度か下にスワイプさせないと表示されないので

見つけにくい位置になっております。特に今はコロナ関係の緊急事態情報欄が占

領しており、余計に見づらさを感じています。 

 私個人の意見としまして、具体的にまず検索エンジンを分かりやすくし、使用

しやすくすると利用者にダイレクトに見つけたい内容が届くのではないかと思っ

ております。ちょっと時間がないので省略するんですけれども、あと一つは、写

真やイラストをもう少し使ってアクセントを出していただき、今の尾鷲市のホー

ムページとして特徴的な自体にされている雰囲気をもっと生かしていってはどう

かと思っております。 

 ぜひ皆さんに参考していただきたい市のホームページがあるんですが、静岡県

浜松市の公式ホームページです。こちらは１０年ほど前から自治体の見やすいホ

ームページランキングで常にトップでいらっしゃり、すばらしいなと感じていま
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す。ぜひ一度拝見してみてください。ほかにも分かりやすいホームページ作成に

努力されている自治体はたくさんあります。ぜひそういったところも参考にして

いただきたく存じます。 

 ＳＮＳにつきましては、イベント時、受付などの場所にＬＩＮＥをやっていま

す、登録すると今ならこんなことがありますなど、各課のイベントでＱＲコード

等を載せた大きなプレートなどを持っていき、その場ですぐ登録してもらえるよ

うな工夫をしていただくのはいかがでしょうか。市役所等、各行政手続の窓口の

見やすい場所にそういったものを置いて、尾鷲市が公式で幅広くＳＮＳを活用し

ていることを知ってもらい、その場ですぐ登録してもらえるようにしていただけ

るようお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 そして市長、以前から進めさせていただいたＳＮＳを使って市長自身の言葉で

発信していくことについて検討していくとのことでしたが、その後いかがでしょ

うか。私としましてはツイッターが始めやすいのではないかと考えますが、いか

がでしょうか。 

 子供医療費の助成についてですが、この現状には三重県自体に驚きました。全

国実施市町村１,７４１か所の半数以上が小学生から中学生までを窓口では現金

が必要ない現物給付の形を取っており、それ以外の約２割が窓口で一旦現金が必

要な償還払い制度を取っております。その２割の中に三重県の市町はほとんど入

っておりました。唯一１か所だけ、平成３０年に中学生までの現物給付を高校卒

業までに引上げを行った地域がございまして、その結果、市としての負担等を含

めどんな変化があったのか調べさせていただいたところ、コロナ禍で全体的な受

診が減ったことも含めた上で、医療費の助成額が３００万ほどの増加だったとい

います。そちらの地域から比べて尾鷲の１６歳から１８歳までの人数が約４倍で

すので、尾鷲市にすると約１,２００万ほどの助成額の増加と予想します。壇上

でも申しましたとおり他の財源との兼ね合いも十分承知の上ですので、すぐにと

言えないところではありますが、これだけ過疎化が進む地域が増えて、子育て世

帯の取り合いをしている中、具体的な施策としてすぐに取り組んでいくべきであ

って、じっくり検討や比較を行っている場合ではないと考えます。こうしたらい

いということについてできるかできないかではなくて、どうしたらできるのかと

いう考え方にシフトしていただきたいと思っておりますが、市長どうでしょうか。 

 そして、子供医療費と申しましたが、医療の中には、今は心のケアも入ってお

ります。母子の相談窓口として福祉課が取り組んでいただいておりますが、市民
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の皆様にとってはどんなものか分からないので相談しにくい、プライベートが守

られないかもしれない不安などが解消されていないようで、利用する人が少ない

ように感じます。そういった窓口があるのを知らない人たちもたくさんいらっし

ゃいます。心の問題は今重要な課題となっていますが、大きな問題になってしま

う前に行政の窓口がもっと身近に感じられるよう努力していただきたいと感じま

すがどうお考えでしょうか。 

議長（三鬼和昭議員） 市長。 

市長（加藤千速君） たくさんございますので、もう一回整理させてもらいますね。 

 まず、前回も中里議員から要請といいますか、要するに市長もＳＮＳを使った

らどうでっかというような話だったと思うんですけどね。私自身はＳＮＳでの発

信というのは有効だと思いますが、私自身が正直申しまして、要するに皆様に直

接いろんなお話をしたい、こういう思いを十分持っております。その重要性とい

うのは分かっています。ですから、そういう形の中で自分自身の声で皆さんにで

きたら直接お伝えしたいと思いがありまして、今回コロナ禍において、特にエリ

アワンセグというものを非常に私は情報の武器として使わせていただいていると。

これもタイムリーな情報発信を心がけており、先ほど申しましたように特にコロ

ナ禍においては、新規感染者の発生状況とか感染拡大防止に向けた注意喚起につ

いて、何回か分からない、もう３０回、４０回、かなりだったと思いますけれど

も、何でも皆様にお伝えさせていただいたと。一方、コロナ禍の中で、どっちか

いったらアナログ的にやはりコロナ禍の中で市民の皆さんが大変だろうというこ

とでもって、市の代表者として全地域に３回ほど巡回しまして、市民の皆様に直

接、注意を喚起したり、頑張ってくださいねというそういう一言も声をかけて、

そういう形もやっております。 

 一方、今後も引き続きずっとやっていきたいと思うんですけれども、せんだっ

て行いました各地区での市民懇談会あるいは区長会とか自治会の連合会あるいは

老人クラブ連合会、婦人の会連絡協議会、自主防災会連絡協議会など市内各団体

との懇談会など、直接皆様にお会いして、お互いにフェイスツーフェイスでお話

をさせていただく機会というのも充実させていきたいと、そしてそういった中で

皆さんの市政に対する御理解、信頼を確保していきたいということで、そちらの

ほうを中心にやっていると。実を言いますと一昨日もイタダキ市へ行ってきまし

た。結構お客様、たくさん来ていただいておりましたけれども、やはりその方々

から、私がずっと行っておりますので、４人の方からいろいろお声をかけていた
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だきました。四つのいろんな御意見、いろんな問題等々ありまして。今朝、朝出

勤してから全て担当課のほうに全部指示しまして、そういう形でずっとやるのが

私の考え方でございますので、御理解をいただきたいと思っております。 

 次に、１８歳未満までの窓口無料化、これについて現物支給については先ほど

申し上げたとおりでございます。現在１５歳未満の今の窓口負担とそれから償還

の話は、要するに現物支給については基本的には６歳未満、未就学児であると、

県のほうであれしているのは１２歳以下だけれども、市は単独、単費として１５

歳まで一応やっていると。その中で１８歳まで考えられないかということでござ

いますんですけれども、議員御指摘の１８歳までの児童・生徒ですか、対象とし

た場合でも、やはりこれ市の単費でもって助成することとなります。その金額の、

市の財政状況を考えてみると非常に厳しい状況ではありますけれども、保護者に

とって経済的支援は大きな子育て支援であることを十分認識した上で、子育て支

援の中で何を優先的に行っていくか、先ほども申しましたけれども、それも含め

まして検討していきたいと。１８歳までに対象者を拡大した場合の本市としての

影響度というものについては、担当の福祉保健課長のほうから説明いたさせます。 

議長（三鬼和昭議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（山口修史君） １８歳まで対象者を拡大した場合の影響について御説

明いたします。 

 １８歳まで医療費助成を拡大した場合は、１６歳から１８歳までの人口は約３

７０人でございます。１３歳から１５歳までの助成対象者数よりも多いことから、

昨年度の１３歳から１５歳までの医療費助成実績額の約５０７万円と同等もしく

はそれ以上の助成額が必要になると予想され、その全額が市の負担となります。 

 また、窓口無料化を行った場合には、さらに国民健康保険の国からの納付金な

どにも影響が及ぶこととされております。 

 以上です。 

議長（三鬼和昭議員） 政策調整課長。 

政策調整課長（三鬼望君） 私のほうからホームページとＳＮＳについて御説明申し

上げます。 

 議員御指摘のようにホームページの改修につきましては先ほど市長、申し上げ

ましたように、市長の指示により今、情報発信ワーキンググループにおいて随時

検討させていただいております。その中で検索しにくいとか、スマホ対応が十分

できていないというところは十分認識してございます。そういうところを踏まえ
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ながら、現在、情報発信ワーキンググループでどのようなものがよろしいか、議

員御提案があったような先進地で評価されているような市町のホームページも参

考にしながら、内部で今、意見集約をしておりますので、それを今後役立てたい

というふうに考えております。 

 次に、ＳＮＳをより広くの人に登録していただくための取組は、各イベントで

のＰＲとかそこの場で登録していただくような取組、また市庁舎の各所で、そう

いうところも一部実施しておったり、これからも実施していく予定でございます

ので、その充実には取り組んでいきたいと思っております。 

 以上でございます。 

議長（三鬼和昭議員） ９番、中里議員。 

９番（中里沙也加議員） 市長に最後、強く要望したいのが、やはりせめて現在の償

還払いをされている分を現物給付制度に変えていただきたいのですが、次の予算

組みから対応していただきたいのですが、市長、政策調整課長、よろしくお願い

します。 

 ちょっと時間がないので飛ばすんですけれども、公園についてもっと聞きたい

ことがたくさんあったんですが、今回、公園は子育て支援の分野に入れさせてい

ただいておりましたが、本来、公園とは多様な効果と機能をもたらす場所で、子

育て世代のみならず防災から健康維持、文化伝承やコミュニケーションの場、観

光や経済の活性化にまでつながる極めて重要な役割を担う場所で、公園の整備管

理を徹底していくということは壇上でも申しましたとおり、尾鷲市を活性化させ

ることに大いにつながっていくと考えます。今回は、子育て世代の声を中心に質

問させていただきましたが、執行部のほうでも住民の声を一番に大切にされなが

ら今後の事業等を考えていただきたいと願います。 

 最後に、最近、私にある人が言った言葉で思ったことがございます。沙也加ち

ゃん子供のことばかりじゃなくてじいちゃん、ばあちゃんのことも考えていいと

言ってくださった方がおられ脳裏に残りましたので、この話をさせていただき、

終わりにさせていただきます。 

 私は、市長のように全体のバランスを重視するよりも、１人の議員として市長

に届きづらい意見や弱い部分の声を上げていくのが使命だと考えているので、そ

の上で、子供は地域の宝で子供のことをおろそかにしては今後の尾鷲市の未来は

ないと考えております。もちろん偏った意見はしたくないですが、子供たちがこ

のまちで立派にたくましく育ち、そして大人になったときにこのまちに貢献する、
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このまちで働いて税金を納め、高齢者福祉も含めたいろんなサービスが円滑にな

るようなそういった正しい循環をつくるには、まず子育てを充実させて地域で子

供を育てることに力を注いでいただきたい。そんな地域で大切に育った子供たち

は必ずどんな形でも帰ってくると思っております。そのために現役の子育てママ

議員としてこの場に立たせていただいているつもりです。 

 市長はじめ執行部の皆様、どうか数としては少数の意見かもしれませんが、子

供たちの尾鷲市の未来のために一丸となって今まで以上に真摯に向き合っていた

だきたいと存じます。これで今回の質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で、本日の一般質問は打ち切り、明日７日火曜日午前１

０時より続行することにいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午前１１時５６分〕 
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